
R5年

被保険者証廃止に伴うスケジュール ≪荒川区国民健康保険≫

R6年 R7年 R8年

 12/2
現行の被保険者証
高齢受給者証
発行終了

 7月
「資格確認書」または「資格情報の
お知らせ」一斉送付

▶令和６年１２月１日時点で交付済の被保険者証は、１年
間の経過措置に基づき、既存の有効期限（最⾧で令和７年
９月３０日）まで利用可能です。

▶「マイナ保険証」または「資格確認書」で負担割合が確
認できるため、高齢受給者証は不要になります。
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